
※入札公告を必ず確認してください。（海老名市ホームページに掲載しています） 

入札案件概要書（一般委託） 契約番号：8612 

件  名 海老名市立小中学校児童生徒個人賠償責任保険 

履行場所 海老名市教育委員会就学支援課 

期  間 令和 8年 6月 1日 ～ 令和 9年 6月 1日 

契約の内容等 
別紙 仕様書等 のとおり 
○複数年契約○入札は期間全体の税抜金額 

予定価格 3,228,000 円（非課税） 

最低制限価格 有り（開札後算定型） 

 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。 

落札候補者の入札金額

が、調査基準価格（50%）

未満の場合 

※ただし、予定価格（税

込）100 万円以下の案件

は除く。 

 

 

低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準
を参照してください。 
 

契約締結にあたっての制限等 
○ 前払金額の制限 

契約金額の 15%以内（海老名市契約規則により、前払金が適用となる 
場合に限ります。）※前払金の上限金額は 5,000 万円以下 

○ 業務主任者及び管理技術者の他案件（本市入札案件）との兼任不可 
契約保証 
契約金額の 30％以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 
※現金納付及び実績による免除はありません。 

（ア）金融機関又は保証事業会社の保証 
（イ）公共工事履行保証証券による保証 （履行ボンド） 
（ウ）履行保証保険契約の締結     （定額てん補） 

入札方法等 条件付一般競争入札（電子入札） 

質疑 
（仕様等に関する事項） 

所定の書式により、FAX で受け付けます。 
電子入札システムの機能は使用しないでください。 

     

参
加 

営業種目 550 保険業務   

条
件 

発注区分 

区分の詳細は入札公告で
確認してください。 

第 4 区分 第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業
実態調査票及び認定書の写しを提出してください。 

 その他の要件 なし 

 落札数制限 なし 

配置技術者 

について 
本案件に配置する技術者等は、同じ開札日の他の案件に配置できません。 

事前提出書類 
(システム添付） 

なし 

落札候補者が 
提出する書類 

(FAX046-232-6574) 

開札後、落札候補者は次の書類をＦＡＸで提出してください。 

(落札候補者決定の翌開庁日午前 10時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) 

○支払金額内訳書（本概要書添付の内訳書を使用してください。） 

○委託業務主任者等選任届 及び 資格等 及び 3ヵ月以上の雇用を確認でき 

る書類 



海老名市立小中学校児童生徒個人賠償責任保険仕様書 

 
１ 目的 

  海老名市立小中学校に通う児童生徒が学校管理下で安心して生活ができる 

よう、個人賠償責任保険に加入するものとする。 

 

２ 被保険者基礎数値 

  海老名市が設置する小学校に所属する児童数 7,323 人 

  海老名市が設置する中学校に所属する生徒数 3,437 人 

   

※各小中学校の数値は「海老名市立小中学校所在地・児童生徒数一覧」のとおり 

 

３ 補償内容 

 （１）賠償責任保険 

学校管理下（職場体験、校外行事及び部活動等を含む）における教育 

活動（単独での登下校中及び活動先への往復途上を含む）を実施した中 

で起きる、児童・生徒・外部協力員が他の児童・生徒又は第三者に損害 

を与えた場合に被る損害賠償責任を補償すること。 

 （２）学校の所有、使用または管理する財物に対する補償 

学校管理下において児童・生徒による偶然の事故により、所属する 

学校の所有、使用または管理する財物を損壊した場合については損害 

賠償責任が発生しない場合も補償すること。 

（３）被害者見舞費用 

体育の授業や部活動等の同一スポーツ中の事故で、相手に怪我をさせ 

た又は物を壊した際、本来の賠償責任の有無にかかわらず、被害者への 

見舞金・見舞品費用を補償すること。なお、見舞金・見舞品費用につい 

ては、事故の内容に応じ限度額の範囲内において、破損させた財物相当 

の見舞金又は見舞品費用（代替品の購入を含む）を補償すること。 

 

４ 補償限度額 

  ３（１）から（３）についての補償限度額は次のとおりとする。 

区分 補償する項目 
補償限度額 

自己負担額 
１事故につき １名につき 

３（１） 身体財物共通 1 億円 0 円 

３（２） 財物 200 万円 － 0 円 

３（３） 
身体の障害 － 10 万円 0 円 

財物の損壊等 10 万円 － 0 円 

 

５ 保険期間 

  令和８年６月１日午後４時から令和９年６月１日午後４時までとする。 

 

 



６ 保険料の支払期限 

  保険料の支払い期限は令和８年６月 30 日とする。（海老名市予算決算会計規則第 

 96 条に基づく前金払） 

  

７ その他の事項 

 (1) 被保険者の名簿については記名式、無記名式のどちらでも可とする。 

 (2) 学校への周知及び事故発生時の対応等は、直接当該校と手続きすることとする。 

 (3) この仕様書に定めのない事項については、その都度協議して定めることとする。 



7,323

3,437

10,760

海老名市立小中学校所在地・児童生徒数一覧

学　校　名 児童・生徒数（人）

海老名小学校 〒243-0405 777

有　馬小学校 〒243-0416 290

大　谷小学校 〒243-0413 610

柏ケ谷小学校 〒243-0402 313

有　鹿小学校 〒243-0433 428

上　星小学校 〒243-0431 727

中新田小学校 〒243-0422 502

門沢橋小学校 〒243-0426 448

東柏ケ谷小学校 〒243-0401 440

社　家小学校 〒243-0424 430

杉久保小学校 〒243-0410 508

海老名中学校 〒243-0405 500海老名市国分南3-11-1

今　泉小学校 〒243-0431 1391

杉　本小学校 〒243-0406 459

有　馬中学校 〒243-0417 594

海　西中学校 〒243-0421 463

〒243-0431 701

中学校合計

柏ケ谷中学校 〒243-0402 640

大　谷中学校 〒243-0418 539

小・中学校合計

（令和８年５月1日付見込）　　

海老名市本郷4601

海老名市さつき町58

海老名市柏ケ谷1-13-1

海老名市大谷南2-10-1

海老名市上今泉1840

小学校合計

海老名市上今泉2028

海老名市国分北4-10-1

海老名市国分南3-12-3

海老名市柏ケ谷2-6-1

海老名市河原口3-13-1

所在地

海老名市中河内1784

海老名市国分寺台2-13-1

海老名市上今泉1-23-1

海老名市中新田1-15-1

海老名市門沢橋 1-19-1

海老名市東柏ケ谷6-9-7

海老名市社家5-10-1

海老名市杉久保北4-4-1

今　泉中学校



件名

小学校

中学校

合　計

履行期間

※内訳金額について、小学校及び中学校の合計額は、次のとおりにすること。
　
　 ・小学校合計額：予定価格の　６８％以下
　 ・中学校合計額：予定価格の　３２％以下

円　　　　　

支払金額内訳書

海老名市立小中学校児童生徒個人賠償責任保険

円　　　　　

令和８年６月１日から令和９年６月１日

契約金額（総額）
※非課税

円


